
大阪市淀川区生涯学習ルーム事業実施要綱 
 

（事業目的） 

第１条 生涯学習ルーム事業（以下「ルーム事業」という）は、身近な講座等の開催を通じて、主に

地域住民に対し、自主的な文化・学習活動や交流活動等の機会の提供を行うことにより、地域に

おける生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学習の推進及び教育コミュニティづくり

に寄与することを目的として実施する。 

 

（実施方法） 

第２条 ルーム事業の実施方法は次のとおりとする。 

（１）本事業は大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、大阪市淀川区長（以下「区長」

という。）の補助執行により、実施する。 

（２）区長は、第１条の事業目的に照らし、大阪市淀川区内の各小学校区に、生涯学習推進員をは

じめとする市民ボランティア・地域活動協議会等の地域の諸団体が、合意のうえ組織する「小学校

生涯学習ルーム運営委員会」（以下「実施団体」という。）に事業の管理・運営を委託して実施す

る。 

 

（事業内容） 

第３条 実施団体は、第１条の事業目的に従い、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。 

 （１）講座の開催  

 （２）自主的な文化・学習活動や交流の場の提供  

 （３）その他目的を達成するために必要な事業 

ただし、実施については、概ね次のとおりとする。 

a ) 実施場所は、原則として大阪市淀川区内の小学校の特別教室等諸施設を活用する。 

b ) 利用対象は原則として地域住民とする。 

c ) 利用日時・場所は、学校教育に支障のない範囲で学校長と調整のうえ決定する。 

d ) 使用料は原則として無料とする。 

e ) 各生涯学習ルームにおける地域住民からの問い合わせ先（電子メールアドレス等）を公開する。 

f ) 利用申し込みの受付と利用調整は、実施団体が行う。 

g ) 管理運営責任者には、実施団体の代表があたる。 

 

なお、実施にあたっては、事業に関する情報を積極的に発信するとともに、よりさまざまな地域住

民が事業に参画できるように留意し、学習により身に付けた成果が地域や学校に還元されるような

取り組みとすること。また、「子ども」や、「保護者と子ども」を対象とした講座、土曜日授業等に

よる学校との連携等、教育支援の取組を通して新たな生涯学習参加者の増加につながる取り組みと

すること。 

  

（個人情報の取扱い） 

第４条 前条に示す事業を行う際に取得した個人情報については適正に管理するとともに、本事業の

目的以外に使用しないものとする。 

 

（施設の管理責任） 

第５条 ルーム事業実施中の施設の管理責任については、主管者である区長と大阪市教育委員会が負

う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。 

 

（事業参加者の弁償責任及び事故の責任） 

第６条 事業参加者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、

弁償の責任を負う。 

２ 事業参加者は、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負わねばなら

ない。 

  

（大阪市淀川区が負担する経費） 

第７条 以下の経費については、予算の範囲内で区長が負担する。 

（１）実施団体に対する運営上必要なルーム運営費 

（２）地域連携支援事業等の講師謝礼金 

 

（学校教職員の関与） 

第８条 ルーム事業の運営にあたって、学校関係者の関与は次のとおりとする。 

（１）事業の運営にあたって、事務処理及び会計処理を学校関係者に行わせてはならない。 

（２）学校長は事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。 



（大阪市淀川区連絡調整会） 

第９条 実施団体の相互の連携を図るために、大阪市淀川区に連絡調整会を置くことができる。 

２ 連絡調整会は、各実施団体の代表者をもって構成する。 

 

（委託外） 

第 10 条 第７条第１号に規定するルーム運営費が不要であると申し出た実施団体においては、第

２条第２号の規定に関わらず、別表の実施団体の役割欄に掲げる内容を実施するものとす

る。この場合、区長は別表の淀川区の役割欄に掲げる内容を実施する。 

 

 

 
附 則 この要綱は平成２６年２月１８日から施行する。 

 

附 則 この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は平成２９年４月３日から施行する。 

 

 
別表（第 10 条関係） 

   
実施団体の 1 生涯学習ルーム事業実施に関する運営委員会の運営 

役割 2 地域ニーズの把握と情報収集 

 
3 地域の状況に応じた以下の講座等の企画立案 

 
  ①地域連携支援事業 

 
  ②自主運営の学習活動 

 
  ③自主的な文化・学習活動や交流の場の提供 

 
  ④その他目的を達成するために必要な事業 

 
4 関係団体等との連絡調整 

 
5 地域への積極的な情報発信 

 
6 問い合わせ先（電子メールアドレス等）の公開 

 
7 利用申し込みの受付と利用調整 

 
8 利用者及び在校児童の安全管理 

 
9 

生涯学習ルーム事業実施状況の把握と検証及び淀川

区への報告 

 
10 

生涯学習ルーム事業実施に伴う文書事務（事業実施計

画書、事業実施報告書作成含む） 

 
11 その他、生涯学習ルーム事業目的達成のための業務 

 
  

 

淀川区の役割 1 
生涯学習ルーム事業実施に関する運営委員会との連

携・支援 

 
2 地域連携支援事業にかかる講師謝礼金の支払 

 
3 生涯学習ルーム事業実施状況の把握と指導 

 
4 生涯学習ルーム事業の広報と関係機関への情報提供 

 
5 関係行政機関との連絡調整 

 
6 利用者と運営委員会との連絡調整 

 
7 利用者への情報提供の協力 

 
8 その他、生涯学習ルーム事業目的達成のための業務 

 


